
令和７年（２０２５年）９月１日 

厚  生  委  員  会  資  料 

地域支えあい推進部地域活動推進課 

 

 

第二次中野区再犯防止推進計画の策定について 

 

第二次中野区再犯防止推進計画（案）に対するパブリック・コメント手続の

実施結果を踏まえ、第二次中野区再犯防止推進計画を策定したので、以下のと

おり報告する。 

 

 

１ パブリック・コメント手続の実施結果について 

（１）意見募集期間 

   令和７年６月２３日（月）から７月１４日（月） 

（２）意見提出者 

   なし 

 

２ 第二次中野区再犯防止推進計画（案）からの変更点 

  パブリック・コメント手続の意見による変更点はなし。 

  ※誤字・表の誤りについて訂正あり。 

 

３ 第二次中野区再犯防止推進計画 

別添のとおり 



第二次中野区

再犯防止推進計画

令和７年度～令和11年度

令和７年(２０２５年)８月

中野区

別添



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
近年、全国の刑法犯検挙人員に占める再犯者の割合は約５割で推移し、中野区においても

ほぼ同じ状況となっています。犯罪や非行の背景には、家族や友人、教育、住居、仕事など、人

や社会とのつながりが希薄で、社会的な孤独や孤立の状態にあることが要因としてあげられて

います。 

昨今、若者が詐欺事件などに加担する犯罪や、違法薬物・危険ドラッグを常用するケースが

増加しており、深刻な社会問題となっています。若者の中には、心の拠り所となる「居場所」が

なく、相談相手もいないまま、孤独な環境に置かれ、自身でも気づかぬうちに犯罪や非行に至

るケースも多いと聞きます。 

こうした潜在的な課題を抱える個人へのアプローチは、容易ではありません。しかし、地域社

会全体で取り組むことで、犯罪や非行を未然に防ぐことができると考えています。そして何より、

事の良し悪しを判断できる力を育てていく必要があります。そのためには、犯罪被害者の心情

を加害者だけでなく、加害者、被害者を取り巻く私たちも「我が事」として受け止め、理解し、再

犯防止に取り組まなくてはなりません。 

このような社会状況を背景に、令和６年４月には「孤独・孤立対策推進法」が施行されました。 

中野区では、犯罪をした人が立ち直るために必要な支援を受けることができるよう、国・都・

区、保護司をはじめとする協力者の皆様と密接に連携・協力しながら、取組を進めています。ま

た、犯罪・非行の予防を第一に掲げ、生きづらさを抱える人たちの誰もが、地域社会で孤立す

ることなく、必要な支援を受けられる環境づくり、地域づくりを、皆様と共に一歩ずつ着実に進

めてまいります。区民の皆様、関係団体・機関の皆様には、ご理解とご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

最後に、本計画は、犯罪をした人だけでなく、区民の皆様、支援者の皆様、そして職員間に

おいても「共通マニュアル」となることを願って策定しました。策定にあたり、聞き取り調査にご

協力いただいた関係団体・機関の皆様、そして、意見交換会及びパブリック・コメント手続を通

して貴重なご意見をいただいた区民の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

令和７年（２０２５年）８月 

 

                       中野区 

 

「つながる、はじまる、なかの」 

～ 犯罪・非行を生まない地域づくり ～ 
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第１章 計画の基本的な考え方  

１ 計画の目的 

   誰もが安全・安心に暮らし続けることができる社会の実現は、全ての人の願いです。中

野区としては、①孤独・孤立対策、②犯罪・非行予防対策、③再犯防止、更生保護につな

がる取組を一体的に推進することで、その実現に寄与することを目的とし、本計画を作成

しました。そのため、本計画は犯罪をした人等のみならず、広く区民のための計画として策

定しています。課題ごとの主な取組は、犯罪をしたか否かを問わず、広く区民を対象に提

供している各種サービス等の充実とアクセス改善です。今後、再犯防止の観点から、政策

として必要性が求められる取組については、国・都とともに検討を進めていきます。 

 

２ 計画の位置づけ 

再犯防止推進法第８条第１項に基づく「地方再犯防止推進計画」として、国の第二次再

犯防止推進計画及び第二次東京都再犯防止推進計画を勘案し、孤独・孤立対策推進法と

の連動により、再犯防止、犯罪・非行防止の取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

令和７年度（２０２５年度）から令和１１年度（２０２９年度）までの５年間 
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第２章 計画策定の背景 

１ 国・東京都の取組 

再犯防止推進法（平成２８年１２月施行）に基づき、国は平成２９年１２月に再犯防止推進

計画を策定しました。都においては、再犯防止推進計画の策定に関する努力義務のもと、国

に続いて令和元年に第一次再犯防止推進計画を策定しました。その後、国は令和５年３月

に第二次再犯防止推進計画を策定し、都は国の再犯防止推進計画に掲げられた「５つの基

本方針」を踏まえ、令和６年３月に第二次東京都再犯防止推進計画を策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［国の基本方針］ 

① 犯罪をした者等が、多様化が進む社会において孤立することなく、再び社会を構成する一員と

なることができるよう、あらゆる者とともに歩む「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、関係

行政機関が相互に緊密な連携をしつつ、地方公共団体・民間の団体その他の関係者との緊密

な連携協力をも確保し、再犯の防止等に関する施策を総合的に推進すること。 

 

② 犯罪をした者等が、その特性に応じ、刑事司法手続のあらゆる段階において、切れ目なく、再

犯を防止するために必要な指導及び支援を受けられるようにすること。 

 

③ 再犯の防止等に関する施策は、生命を奪われる、身体的・精神的苦痛を負わされ、あるいは       

財産的被害を負わされるといった被害に加え、それらに劣らぬ事後的な精神的苦痛・不安にさ

いなまれる犯罪被害者等が存在することを十分に認識して行うとともに、犯罪をした者等が、犯

罪の責任等を自覚し、犯罪被害者の心情等を理解し、自ら社会復帰のために努力することの

重要性を踏まえて行うこと。 

 

④ 再犯の防止等に関する施策は、犯罪及び非行の実態、効果検証及び調査研究の成果等を踏

まえ、必要に応じて再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者から意見聴

取するなどして見直しを行い、社会情勢等に応じた効果的なものとすること。 

 

⑤ 国民にとって再犯の防止等に関する施策は身近なものではないという現状を十分に認識し、

更生の意欲を有する犯罪をした者等が、責任ある社会の構成員として受け入れられるよう、再

犯の防止等に関する取組を、分かりやすく効果的に広報するなどして、広く国民の関心と理解

が得られるものとしていくこと。 

 ［都の基本方針］ 

① 就労・住居の確保等 

② 保健医療・福祉サービスの利用の促進等 

③ 非行の防止・学校と連携した修学支援等 

④ 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導・支援等 

⑤ 民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進等 

⑥ 再犯防止のための連携体制の強化等 
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２ 区の取組 

すべての区民が安全に安心して暮らせるまちづくりを進展させるためには、再犯防止推

進と犯罪被害者等支援、双方の取組が大切です。そのため、犯罪・非行の予防に主軸を置

き、日常生活の中で、犯罪・非行に至りうる生きづらさの事例について「我が事」として心か

ら理解してもらうことが重要です。また、孤独・孤立化を背景とする犯罪・非行が生まれない

よう対策を推進し、早期に適切な福祉等の支援につながるような体制づくり・地域づくりに

取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 再犯防止対策における国と地方公共団体の役割 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：法務省（第二次再犯防止推進計画） 

 

再犯防止推進 

孤独・孤立対策 犯罪被害者等支援 

〇立ち直りを決意した人を受け入れていくことができる地域社会づくりを担うことが期待されている。 

〇市区町村の実情を踏まえ、再犯の防止等に関する取組が円滑に行えるように、市区町村に対

する必要な支援や域内のネットワーク構築に務める。 

  

○各機関の権限に応じ、刑事司法手続きの枠組において、犯罪をした人等に対し、それぞれが

抱える課題を踏まえた必要な指導・支援に務める。 

〇専門的知識を活用し、刑執行終了者等からの相談に応じる他、地域住民や、地方公共団体を始

めとする関係機関等からの相談に応じて必要な情報の提供、助言等を行い、地域における関係

機関等による支援ネットワークの構築を推進する。 

〇保健医療・福祉等の各種行政サービスを必要とする犯罪をした人等（特に、サービスへのアクセス

が困難である者や複合的な課題を抱える者）が、地域住民の一員として地域で安定して生活でき

るよう、地域住民に最も身近な基礎自治体として、適切にサービスを提供するよう務める。 

〇犯罪をした人等に対する支援のうち、市区町村が単独で実施することが困難と考えられる支援 

（就労・住居、罪種・特性に応じた専門的な支援）について、地域の実情に応じた実施に務める。 

  

区 

都 

国 
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４ 第一次再犯防止推進計画からの課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犯罪・非行、負のスパイラルの解消 

 

 相談窓口の明確化／刑余者も支援対象者であることの認識・意識付け 

全区民にリーチできる方法の検討 

 

 地域でのコミュニケーション作り／行政との密なつながり 

 

 犯罪事例をとおし、犯罪被害者等の心情を我が事と捉え、犯罪を起こさない 

・起こさせない意識を持つ 

行政 

      行政他、地域の協力者とさらにつながる必要がある 

〇刑余者を適切な支援先につなげられているか、不安感がある 

〇行政サービス、地域の協力者を知らない（知る機会がない） 

〇個人情報の守秘義務があるため、容易く他人に相談できない（孤独感） 

〇刑余者と向き合うことに、身の危険を感じることもある（成り手不足につながる） 

保護司  

行 政 

保護司  

      自分の生活に犯罪は無関係と考える傾向にある 

〇犯罪というものが、自分には「関係ない」と感じる 

〇身近に刑余者がいることに不安を抱く 

〇“社会を明るくする運動”等、更生保護活動を知らない 

区 民 

      支援を要する人の中に、刑余者も含まれる認識が必要である 

〇刑余者が特定できないため、支援対象者がわからない、アプローチできない 

〇対応した区民が、犯罪をしたかどうかわからない 

〇刑余者の実態把握ができていないため、適切な支援が何かがわからない 

〇刑余者が、支援につながった件数など、データによる分析ができない 

行 政 

             ＳＯＳを出しづらく、孤独になる傾向にある  

〇犯罪歴を知られてしまうことを懸念し、地域でも、人と関わることを避ける 

〇自身の想いをうまく伝えられない傾向がある（精神疾患、人との距離感がとれない等）    

〇社会的な孤立（居場所がない、就職先がない、住居がない）に置かれる傾向にある 

〇初犯時に、適切な支援につながっていなかった（解決しなかった）ケースが考えられる 

〇早い段階で、福祉的支援が必要である 

〇行政の窓口は、ハードルが高いと感じている 

刑余者(犯罪をした人等) 

刑余者(犯罪をした人等) 区 民 
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第３章 計画の方針 

 
１ 基本理念 
 
誰一人も 加害者にさせない・ならない地域づくり 

 
孤独・孤立対策、犯罪被害者等支援と連動し、犯罪・非行を生まない地域づくりに取り

組みます。 

 

 
 
 
 
 
 

２ 基本目標 

   再犯防止推進法、これに基づく国と東京都の再犯防止推進計画に掲げる基本方針と重

点課題を踏まえ、基本理念の実現に向けて、以下の基本目標を掲げ、取組を進めていきま

す。 

 

 

 

〇犯罪被害者等の心情を受け止め、犯罪が二度と繰り返されないことの必要性を

共通認識とするための体制を整備します。 

〇犯罪につながる要因に対応できる支援の充実や支援機関のネットワークを強化

します。 

〇児童、生徒や若者の非行を未然に防ぐ環境づくりのために、様々な角度からの

相談を受けられる支援体制を構築します。 

〇社会的な孤独・孤立を生まない、ＳＯＳが出しやすい地域環境づくりのために、孤

独・孤立対策を推進します。 

誰もが 安心して すこやかに 自分らしく 暮らせるまち 

犯罪や非行をした人の 

立ち直りを支えるまち 
 

 

 

支援を必要とする人 

支援をする人を 

孤立させないまち 

 

  基本目標１  犯罪・非行予防 
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〇犯罪をした人等が、被害者等の心情を理解し、犯罪の責任を自覚することで、 

社会復帰に向けた自発的な行動を促していきます。（心情等聴取・伝達制度の 

活用） 

〇更生保護に資する福祉サービス情報を、多様な方法で提供していきます。 

〇犯罪をした人等の社会復帰を円滑に進められる体制を整備していきます。 

〇犯罪をした人等が、保護司とつながりがある状況で、福祉サービスにつながれる 

ような仕組みや体制づくりを検討します。（犯罪・非行を繰り返さないための息の

長い支援） 

 

 

 

〇地域における多様な居場所づくりを支援し、地域住民が交流できる場を整備し

ます。 

〇地域での更生保護活動等、民間支援者による活動を支援します。 

〇保護司の更生保護活動がしやすい環境を整備します。 

〇犯罪・非行予防、再犯防止の支援者や協力者間のネットワークを強化していきま 

す。 

〇民間事業者の協力を得ながら地域全体で犯罪・非行予防、再犯防止推進に取り

組む体制をつくります。 

 

 

 

 

 

３ 計画の進行管理 

   本計画に掲げる取組について、定期的に進捗状況や現状を把握します。有識者、関係

部署や関係団体で構成する会議体を設置し、国、都、他関係機関、関係団体の動向や社

会状況等を確認しあいながら、次期の計画においての取組内容の検討を行います。 

 

【更生保護活動】 

犯罪をした人等や非行のある少年を社会の中で適切に処遇することにより、その再犯・ 

再非行をなくし、改善更生を助けることで個人と公共の福祉を増進しようとする活動です。 

  基本目標２  立ち直り支援 

  基本目標３  地域づくり 
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第４章 取組の展開 

犯罪・非行予防    

     非行の防止・学校と連携した修学支援等 

 

 

 

 

中野区における令和５年の非行少年は６７人で、令和元年（２０１９年）の１１１人をピーク

に減少傾向にあります。 

かつてと比べて児童・生徒の非行が減っています。しかし、インターネットやスマートフォ

ンの利用が低年齢化するなか、大人の知らないところで、子どもがネット上における誹謗・

中傷の被害者、または加害者になりえる可能性が高まっています。またSNS等を利用して

実行者を募集する闇バイト等の特殊な犯罪に、中高生のうちから巻き込まれる危険性が高

まってきています。子どもたちの安心・安全な環境を守るために、新たな課題への対応が急

がれています。 

これまで微減傾向であった不登校児童・生徒数が５年ほど前から増加に転じています。

虐待など家庭環境の問題に係るスクールソーシャルワーカーへの相談件数も増えています。 

こうした状況の中、児童・生徒が自分に自信を持って困難を乗り越え、健全に成長して

いくために、学校・家庭・地域が連携し、子ども自身や家族が抱える特性や背景などを理解

し、状況に応じた適切な支援を行うことが求められています。 

中野区では、非行を生まない社会づくり連絡会による中学生意見発表会や春・秋の農業

体験が開催され、青少年を取り巻く区内関係団体の横の連携が構築されています。 

 

 

 

 

 

 

 

学校・家庭・地域の連携により子どもたちを見守り、指導・支援する取組 

現状と課題 

１ 

【中野区非行を生まない社会づくり連絡会】 

区内における青少年の非行防止のため、青少年に関する施策に関わる公的機

関、各種団体等が相互に連携し、効果的な青少年の非行防止及び健全育成事業

を推進することを目的としています。 

区、警察署他、町会連合会、商店街連合会、区内小中高等学校、保護司会、更生

保護女性会等、青少年育成に携わる４２団体で構成されています。 
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① 犯罪・非行の防止のための子どもたちへの指導・支援 

●区立小中学にスクールカウンセラーを派遣するとともに、心の教室相談員を配置し、

様々な悩みを抱える児童・生徒や保護者のための教育相談を行います。また、中学

校区には、豊富な専門知識と実務経験を持つスクールカウンセラーを配置し、心の

教室相談員との連携を強化することで、相談体制をより充実させます。 

【指導室】 

 

●不登校や家庭的な課題を抱える児童・生徒や保護者に対して、スクールソーシャル

ワーカーを家庭や学校に派遣し、それぞれの課題に寄り添った支援を行います。ま

た、必要に応じて、みらいステップなかの内において、児童相談所と連携した支援

のあり方を検討します。 

【指導室】 

 

●区立小中学校の児童・生徒を対象にセーフティ教室を実施しています。その中で薬

物乱用防止教室を開催し、薬物乱用対策の充実を図ります。 

【指導室】 

施策の内容 

出典：中野区資料 

不登校児童・生徒数（中野区） 
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●18歳未満の子どもとその家族に関するあらゆる相談を受け付  

け、必要に応じて関係機関につなげる総合相談や、義務教育終 

了後から 39歳までの若者とその家族に関する様々な相談を 

受け付ける若者相談など、相談支援体制を推進します。 

  

【子ども・若者相談課】 

 

●警察署との連携を密にし、最新の犯罪情勢及び社会情勢の変化に伴う非行の傾向と対

策を把握し、区の子ども若者支援等の取組を支援していきます。 

【防災危機管理課】 

 

② 子どもたちの立ち直りの支援 

●若い世代に再犯防止、非行予防の必要性の理解を促進するため、“社会を明るくする運

動”を通し、身近な更生保護活動の事例をわかりやすく伝えていきます。 

【地域活動推進課】 

 

●非行をした子どもや犯罪をした家族と暮らす子どもの支援にあたっては、子ども・若者 

支援地域協議会の活用により、子ども自身や家族の抱える困難を理解し、地域の関係

機関と連携しながら状況に応じた適切な支援を行います。 

【子ども・若者相談課】 

 

●18歳未満の子どもとその家族に関するあらゆる相談を受け付け、必要に応じて関係機

関につなげる総合相談や、義務教育終了後から 39歳までの若者とその家族に関する

様々な相談を受け付ける若者相談など、相談支援体制を推進します。（再掲） 

【子ども・若者相談課】 
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③ 課題を抱える子どもたちのための学習支援活動や居場所づくりの支援 

●様々な課題を抱える子どもたちを対象とした学習支援を、年間を通じて実施します。

また、無料塾や居場所づくりなどに取り組むＮＰＯの活動を支援するなど、多様な学

習支援の場や居場所づくりを進めます。 

【子育て支援課】 

子ども・若者支援センター 若者相談件数・相談者年齢・相談内容 

出典：中野区資料 

注１ 子ども・若者支援センターでは、 

若者の困りごとなどの相談を受け付けています。 
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    孤独・孤立対策と連動した取組の推進 

 

 

 

  

区では団塊の世代が後期高齢者となる令和７年を見据え、誰もが住み慣れた中野区で尊

厳を持って自分らしく暮らし続けられるよう、中野区版の地域包括ケアシステムの構築を目

指してきました。特に、地域の保健福祉の相談拠点である「すこやか福祉センター」と、区民の

気軽な相談窓口である「区民活動センター」の職員が「アウトリーチチーム」を組み、地域の相

談支援体制の整備に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰一人取り残さない地域共生社会を目指す取組 

２ 

現状と課題 

出典：中野区資料 

 

アウトリーチチームによる相談件数と種類  

すこやか福祉センター とは  
 
総合的な支援をするための身近な相談窓口・地

域における支えあい活動の推進のための拠点施
設として事業を展開しており、その一環としてこど
も、高齢者、障害のある方、妊産婦など、誰もが住
み慣れた地域で安心して、自立した生活を送るこ
とができるよう、アウトリーチ活動を積極的に進め
ています。 

（月～土 8：30～17：00） 
詳しくは区 HPをご覧ください。 

 

＜電話番号＞ 

中部：03-3367-7788 

北部：０３-3389-4321 

南部：03-3382-1750 

鷺宮：03-3336-7１１１ 
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中野区の人口は 202５年 1月１日時点で 341,332人となっており、２０代３０代の転出入

が多いことがひとつの特徴となっています。また、６５歳以上の高齢者人口は、全人口比の

19.6%ではありますが、75 歳以上の後期高齢者人口は人口比 11.4%と増加傾向になって

います。 

今後の区の将来人口推計では、令和 17年頃に約35.2万人でピークを迎え、その後は減

少に転じています。令和 2 年の老年人口(65 歳～)割合は 20.3％だったものの、令和 32

年には 3 人に 1 人が高齢者となり、年少人口(0～14 歳)、生産年齢人口(15～64 歳)の人

口割合は緩やかに減少していきます。 

これまで、区では地域包括ケアシステムを構築するために、町会や民生委員、保護司、医

師会、歯科医師会、薬剤師会、社会福祉協議会、警察署、消防署等といった様々な地域団体

との連携を図ってきました。団塊ジュニア世代が高齢者となる 2040 年に向けて、更に地域

包括ケアシステムを深化させ、孤独・孤立対策に取り組む必要があります。 

また、複雑な生きづらさが犯罪や非行の背景にあり、社会的孤立や孤独により生きづらさ

が深刻化し、再犯を誘発させてしまう現実に鑑み、犯罪をした人等を排除せず、早期に適切

な福祉等支援につながるような体制づくり・地域づくりに取り組むとともに、区民をはじめ、職

員、企業等にも犯罪・非行予防の必要性について「我が事」として心から理解してもらうこと

が重要です。 

 

 

① 孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会を目指す取組 

●「孤独・孤立フォーラム」等、幅広い層に向けイベントを開催し、支援対象やサービス需

要について把握します。 

【地域包括ケア推進課】 

 

●声を上げやすい・声をかけやすい環境整備に向け、行政相談窓口他、様々な相談先

について区ホームページでわかりやすく案内します。 

【地域活動推進課】 

 

●区は、「非行防止・再犯防止支援ガイドブック」（都は、非行少年や 

犯罪をした人等が、地域社会の中で孤立せずに社会復帰していく 

ために、立ち直り支援に携わる支援者の支援力の向上や、支援者 

間のネットワークづくりの基礎となるガイドブックを作成、都内 

保護司関係機関に配布）を、広く区民にも周知していきます。               

【地域活動推進課】 

施策の内容 
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② 状況に合わせた切れ目のない相談支援につなげる取組 

●社会的孤立などの課題を抱えているなど支援が必要なすべての人に対し、アウトリー

チ活動等による相談支援体制を強化します。 

【地域包括ケア推進課】 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

●区ホームページなどを活用し、東京都若者総合相談センター（若ナビα）や東京都立

職業能力開発センターにおける就職に向けた支援、東京しごとセンター、ＴＯＫＹＯチ

ャレンジネットにおける取組などの情報提供を行います。 

【生活援護課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東京都若者総合相談センター（若ナビα）】 

若者やその家族が抱える様々な悩みに対する総合相談窓口として、東京都内にある

専門の窓口や支援機関等へつないだり、情報提供を行ったりしています。 

【東京しごとセンター】 

雇用や就業を支援するために東京都が設置した、仕事に関するワンストップサービス

センターです。 

【ＴＯＫＹＯチャレンジネット】 

住居を失い、インターネットカフェや漫画喫茶等で寝泊まりしながら不安定な就労に従

事する人や離職者等に対する、東京都が設置するサポートセンターです。 

アウトリーチチームが対応して適切な支援につなげた要支援者数等 

出典：中野区資料 
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●犯罪や非行に関連して生きづらさを抱えている本人やその家族、 

支援者から、専門の職員が困りごとや悩みを聴き、相談内容に 

応じたアドバイスや関係機関とのネットワークを活用した支援の 

紹介や調整を行う、犯罪・非行の地域相談窓口「りすたぽ」を広く 

周知していきます。                  

【地域活動推進課】 

 

 

 

 

 

 

③ 犯罪被害者等支援と連動した取組 

●犯罪被害に遭った方、またその家族等が穏やかな生活を取り戻せるよう、中野区犯罪

被害者等支援条例に基づき、専門窓口での相談・情報提供・助言、警察署等への同行、

生活及び経済的支援事業などを実施します。また、相談窓口の周知及び犯罪被害者等

の置かれた状況や二次被害などについての理解を促進するため、講演会、パネル展示、

警察署と合同の相談会等の普及啓発事業を実施します。 

【福祉推進課】 

 

●刑事施設、少年院、保護観察所において、申出のあった被害者や遺族からその心情等

を聴取し、受刑者や保護観察対象者等に伝達するなどの「被害者等の心情等の聴取・

伝達制度」をはじめ、犯罪被害者の回復に資する仕組みについて、犯罪被害者やその

家族に周知し、制度利用を支援します。 

【福祉推進課】 

 

 

 

 

 

 

 

  

【りすたぽ】  

一人ひとりにとっての再出発（リスタート）をサポートするという思いを込めた名称

です。地域援助の取組の一環として、各保護観察所に、犯罪・非行の地域相談窓口

「りすたぽ」が設けられました。 
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～中野区犯罪被害者等相談支援窓口の仕事～ 

犯罪被害者等相談支援窓口 相談支援員 稲吉久乃 

 

犯罪被害に遭われた方の支援は、１９６７年に通り魔殺人でひとり息子さんを亡くされ

たお父さまが、まだテレビも一般家庭に当たり前に無い時代、新聞やラジオ等で殺人事件

があったという記事を目にする度に、全国を訪ね歩いてそのご遺族に働きかけ、家族会を

結成したことから始まりました。メールやインターネットなどの無い時代、とても大変な

作業だったはずです。それから実に３７年も経って多くの被害に遭われた方々の声無き声

を集めて、２００５年に「犯罪被害者等基本法」ができました。１９７４年三菱重工ビル

爆破事件、１９９５年地下鉄サリン事件、１９９９年桶川ストーカー事件や、飲酒ひき逃

げ事件などの悪質ドライバーによる交通犯罪というべき事故などから、基本法が出来、刑

法の改正なども行われました。全て、被害当事者の署名活動などの運動が元となっていま

す。 

犯罪被害者等基本法には、被害に遭われた方が、受けた被害を回復していくまで、途切

れない支援をしなさいということが謳われています。法律の中には、国には国の、地方自

治体には地方自治体の、国民には国民の責務があるとしています。国には、警察や検察な

どの司法関係での被害者支援について推進する役割があります。都道府県レベルでは、住

宅や総合的な施策の推進が求められます。そして、市区町村には、小さな自治体ならでは

の取り組みがあります。住民の生活を支えるための支援です。 

市区町村には、住民にとって一番近い自治体として、元々様々なサービスがあります。

中野区は、犯罪被害に遭われた方の相談に乗り、様々な支援を行うため、２００８年４月

犯罪被害に遭われた方の相談支援を担う窓口を設置しました。全国的に見ても、自治体の

相談支援窓口のモデルはほとんどなく、２００６年４月に設置された杉並区、２００８年

７月に窓口を設置した多摩市と共に自治体における支援について構築していきました。２

０２０年４月には中野区犯罪被害者等支援条例が施行され、支援内容の充実を進めてきま

した。 

（中野区犯罪被害者等相談支援窓口ホームページ）     
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犯罪被害に遭われた方は、事件の直後は混乱し、自分の置かれた状況を把握することす

ら難しい状態です。そのような状態の時に、果たして役所の中で正しい窓口に向かうこと

ができるでしょうか？何らかの制度があるということ自体知らない方も多くいらっしゃい

ます。事件事故で疲れ切っているというのに、役所の中をぐるぐる歩き回ってそういった

ことの細かい手続きまですることは困難です。最初から諦めてしまう方も多くいらっしゃ

います。そうしているうちに、手続きの時期を逸してしまうこともあります。 

何がなんだかわからないけれど、警察から呼ばれ、検察から呼ばれ、同じような話をさせ

られる、具合が悪くなってもどこの医療機関で診てもらえるかという情報もない、被害者

参加という制度があるけど、どういうことか全くわからない、弁護士さんの知り合いもい

ない・・・というのが現状です。混乱状態にある被害後、できるだけ早くしっかりご本人に

寄り添う人がぜひとも必要なのです。被害に遭われた方に相談室にいていただき、いくつ

かの課の担当者に次々来ていただいて、手続きをしていただいたこともありました。被害

者が自分で手続きをあれこれ調べてご自分で尋ね歩かなくて済むだけでも、ご負担が減り

ます。 

実際の相談支援と両輪で、多くの方に犯罪被害者の置かれる立場を理解していただける

ように、講演会や職員向け研修、「ミニ・生命のメッセージ展 inなかの」などを開催してい

ます。 

これからも自治体における被害者支援を充実させるために努力を重ねていきたいと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犯罪被害者週間講演会 帝京平成大学の共催               「ミニ・生命のメッセージ展 inなかの」  
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●被害者と加害者の双方の視点から、犯罪被害者等相談支援窓口と中野区保護司会等

が連携し、犯罪被害に対する理解促進と犯罪・再犯防止についての普及啓発を行いま

す。 

【地域活動推進課 / 福祉推進課】 

出典：中野区資料 
 

犯罪被害者等相談件数・支援につながった件数 

犯罪被害者等相談支援窓口 とは 
 

・犯罪被害等により生じた不安や問題などのお話を伺
い、必要な情報を提供しながら支援していきます。 
・おひとりで不安な場合、裁判所や病院などへの手続
きに同行します。 
・区役所での必要な手続きについて、ご案内します。 
・状況やご要望に応じて、関係機関におつなぎします。 

（月～金 8：30～17：00） 
詳しくは区 HPをご覧ください。 

 
＜電話番号＞ 

０３－３２２８－５７１３ 
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④ 見守り・交流の場や居場所を確保し、 

人と人との「つながり」を実感できる地域を目指す取組 

●社会的に孤立しないよう安心できる若者の居場所事業を行います。 

【子ども・若者相談課】 

 

●課題を抱える人やその家族に対し、支援につなげやすい環境を作るため、人と人、人と

地域がつながり支えあえるよう、地域の中で属性や世代を問わない居場所づくりに取り

組みます。 

【地域包括ケア推進課】 

 

●区民が抱える様々な課題に包括的に対応するため、区民活動センター及びすこやか福

祉センター職員でチームを構成し、地域福祉、健康づくり、保健医療の視点を生かした

支援を行っています。さらに、令和７年度より地域福祉の専門職、コミュニティーソーシャ

ルワーカーを導入し、支援体制の強化を進めます。 

【地域包括ケア推進課】 

 

●区民が抱える様々な課題を包括的に対応するため、社会福祉協議会や地域の関係機関、

活動団体等と連携し、支援の必要な区民を発見し、支援につなげています。地域におけ

るネットワークづくり、潜在的な課題の発見と解決の取組を進めます。 

【地域包括ケア推進課】 

 

⑤ 孤独・孤立対策に取り組む NPO 等の活動へのきめ細やかな支援  

及び官・民・ NPO 等の連携を強化する取組 

●中野区地域包括ケア推進パートナーシップ（NIC+）協定を通じ、区 SNS 等を活用した

広報支援や、フィールド提供を行うことで支援します。 

             【地域包括ケア推進課】 

 

●「孤独・孤立プラットフォーム」を設置し、関係部署や区内団体に加え、NPO 等の参加を

促すことでネットワーキングの機会を創出し対話を推進します。 

【地域包括ケア推進課】 
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●多機関協働事業など重層的支援体制整備事業による庁内連携を軸に推進体制を整備

します。 

【地域包括ケア推進課】 

 

 

 

 

区では、「令和 2 年度（2020 年度）暮らしの状況と意識に関する調査」を、15 歳以上

64 歳以下の区民 10,000 人を無作為に抽出し実施しました。そこでは、「孤立している

と感じる度合い」や「心配事や愚痴を聞いてくれる相手」「誰にも相談しない理由」につい

て調査を行いました。 

令和６年 1月中野区地域包括ケア推進パートナーシップ(NIC＋)協定を新たに創設し、

地域包括ケアに資する取組を、民間企業、NPO 等と進め、孤独・孤立対策を推進してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

中野区における孤独・孤立対策の取組について 

データで分かる孤独・孤立 

出典：中野区資料 
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【孤独・孤立対策】  

孤独・孤立対策推進法（令和５年法律第４５号）が施行され、多様なつながり

の中で、お互いが支え合い、助け合いながら生きていくことのできる社会を構築

していくことが重要であると位置付けられています。社会的に孤立し、不安を感

じる方々に、官民や民間同士がそれぞれの垣根を越えてつながりを深め、社会全

体で手を差し伸べていきます。 

 

【中野区地域包括ケア推進パートナーシップ(NIC＋)協定】 

区と民間事業者・団体等との連携協力関係を構築し、民間等が自らの資源やノ

ウハウを活用した地域貢献活動及び地域のネットワークへの参加を促進すること

により、中野区における地域包括ケア体制の充実を図ることを目的とした官民連

携制度です。 

出典：中野区資料 
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～社会的孤立を生まない人と人がつながる地域づくり～   

中野区社会福祉協議会  会長 吉成 武男 

  

「孤独・孤立対策」が国の基本政策になってから様々な施策が国、自治体で進めら

れています。しかし、それらの施策が私たちの生活の中で認識され、十分に浸透し、

住民自らの意識を変えていくことは時間がかかるものと思います。 

中野区社会福祉協議会では「社会的孤立を生まない人と人とがつながる地域づく

り」を基本目標として令和 6 年度に「第 4 次中野区民地域福祉計画」を策定しまし

た。この計画は住民と関係機関・団体により策定された「民間計画」です。都会化され

たといわれる中野区においても地域のつながりを作ろうとしている町会・自治会やボ

ランティアグループ、NPO 団体等の様々な活動が多くあります。保護司の皆さんも

違う立場でこれらの活動に参加されていることも知っています。これらの地道な活動

が「苗床」のように広がることで初めて国・自治体の施策が浸透していくことができる

のではないでしょうか？ 

また、犯罪をした人など「社会的孤立」に苦しむ方々が地域とつながりを作ること

が必要ですが、まずは保護司の皆様と同じように支援者がつながりあうことも大切

です。この計画が契機となり、新たなプラットフォームができることに期待しています。

ぜひ私共社会福祉協議会も一員として参加させていただきたいと考えています。 
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立ち直り支援 
 

就労・住居の確保等 

 

 

 

 

就労は安定した生活を送るうえで、重要な基盤となるものです。これは、犯罪をした人等に

とっても同じです。仕事に就いていない人の再犯率は、仕事に就いている人の約３倍となっ

ています。犯罪をした人等の社会復帰・再犯防止を実現するうえで、就労の有無は再犯率に

も大きく影響するなど重要な要素です。 

一般に刑務所出所者等の求職活動は、前科等のため困難が大きく、また、一旦就職しても、

基本的なマナーや対人関係の形成に必要な能力が不十分で、職場での人間関係を十分に

構築できないといった理由により、早期に離職するなど職場に定着するのに困難を伴う場合

が多くあります。 

刑務所出所者等の就労確保のため、国は矯正施設、保護観察所やハローワークの連携に

よる「刑務所出所者等総合的就労支援対策」とともに、保護観察所が、民間の就労支援事業

者に委託して実施している「更生保護就労支援事業」により、きめ細やかな就労支援策を実

施しています。しかし、中野区における令和５年（２０２3年）の保護観察終了者に占める無職

者率は20.6％で、就労支援の取組の一層の充実が求められています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

就労を支援する取組 

現状と課題 

出典：東京保護観察所提供資料 
注１ 協力雇用主は各年 10月１日現在の登録数 

出典：東京保護観察所提供資料 

注１ 家事従事者、定収入のある無職者及び不詳のものを除く。 

１ 
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①  就労のための相談・支援 

●生活困窮者を対象に、経済的な困りごとと合わせて、就労支援や生活上の様々な不安

や悩みを抱える方のための自立相談支援機関（中野くらしサポート）です。課題を整理

し、利用できる制度の案内や関係機関と連携しながら課題の解決に向け、自立のため

の支援を行います。 

【生活援護課】 

 

 

 

 

 

 

施策の内容 

 

【矯正施設】 

犯罪をした人等や非行のある少年を収容し、改善更生のための処遇等を行う施設で

す。刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所があります。 

【協力雇用主】 

犯罪をした人等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした人等

を雇用し、又は雇用しようとする民間の事業主の方々をいいます。 

【保護観察】 

犯罪をした人等又は非行のある少年が、実社会の中で更生するように、保護観察官

及び保護司による指導と支援を行うものです。 

保護観察の対象者は、裁判所で刑の全部又は一部の執行を猶予され、保護観察に

付された人、刑事施設からの仮釈放を許された人、少年院からの仮退院を許された少

年、家庭裁判所で保護観察に付された少年です。 

【保護観察所】 

地方裁判所の所在地ごとに設置される法務省の地方支分部局で、保護観察など更

生保護の第一線の実施機関です。保護観察官が配置されています。犯罪被害者等の

方々のための相談・支援窓口等もあります。 

 

【中野くらしサポート】 

中野区くらしサポートは、生活困窮者を対象に、経済的な困りごととあわせて、就労

支援や生活上の様々な不安や悩みを抱える方のための相談窓口です。課題を整理

し、利用できる制度の案内や関係機関と連携しながら課題の解決に向け、自立のた

めの支援を行います。 
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② 安定的な生活に向けた支援 

●経済的に困窮する区民に対し、生活保護法に基づき必要な自立に向けた支援を行いま 

す。  

                                          【生活援護課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 犯罪をした人等を雇用する企業への支援制度の理解促進 

●保護観察所等と連携し、区内事業者等に対して、犯罪をした人等の雇用促進の必要性、

積極的に雇用を受け入れる協力雇用主や受刑者等採用相談窓口（コレワーク）について、

広く情報提供を行うと同時に、情報提供の仕組みを整えていきます。 

【地域活動推進課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自立相談支援事業（新規相談件数） 

出典：中野区資料 

就労支援につながった件数 

出典：中野区資料 

 

【コレワーク】 

法務省が設置する矯正就労支援情報センター室の通称名です。刑務所出所者等

の再犯防止に向けた就労支援の一環として、コレワークでは、事業主の方が刑務所出

所者等を雇用するための各種サポートを行っています。 

コレワーク関東 （関東矯正管区 矯正就労支援情報センター室） 

０１２０－２９－５０８９  （10：00～１７：００） 平日のみ 
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●産業振興センターでのチラシ配布やホームページ等を活用し、 

区内事業者へ法務省保護局での取組に関する周知を図ります。 

 

【産業振興課】 

 

●矯正協会による刑務所作業製品「CAPIC（キャピック）」の展示販売の趣旨が受刑者の

円滑な社会復帰支援の一環であることや、売上げの一部を犯罪被害者支援団体の活動

に助成していることを区民に周知し活動の理解を深めていきます。中野区には旧中野刑

務所の隣接地に矯正会館があります。 

【地域活動推進課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 関係機関・団体との連携 

 ●保護観察所等の更生保護に係る関係機関と連携し、障害者や生活困窮者向けの就労支

援事業者や居住支援法人等に対して、犯罪をした人等の社会復帰を支援することの必

要性など理解促進を図ります。 

【地域活動推進課】 

 

 

展示販売会の様子 

 

【矯正協会】 

公益財団法人矯正協会は矯正や刑事政策に関する調査・研究などの他、刑務所作業

製品の販売事業も行っています。 

刑務所作業への理解を深め、再犯防止推進の普及啓発を目的として、刑務所作業製

品の即売会を同協会と共催で実施します。売り上げの一部は、犯罪被害者支援団体の

活動支援に活用されます。 
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●更生保護施設や保護観察所、都の活動と連動し、更生保護活動への理解促進を図りま

す。 

                                           【地域活動推進課】 

 

 

 

 

 

適切な住居の確保は、地域社会において安定した社会生活を送るうえで大前提と

なります。これは、犯罪をした人等にとっても再犯を防止するうえで最も重要といえます。 

刑務所満期出所者の約４割強は、住居が確保されないまま刑務所を出所している状況

です。住居が確保されていない場合、再犯に至るまでの期間は住居が確保されている場

合と比較して短くなっていることが明らかになっています。 

親族のもとへ帰住できない人の割合も増加傾向にあります。更生保護施設や自立準備

ホームでの受け入れを進める必要があり、自立準備ホームは、刑務所出所者等の一時的

な宿泊場所として、各施設の特色に応じたさらなる活用が求められています。 

更生保護施設では、宿泊提供支援だけでなく、薬物依存者をはじめとする立ち直りに困 

難を抱える犯罪をした人等に対する支援や地域生活への移行支援が求められ、その役割

が急激に拡大し、福祉的な支援機能の強化が必要となっています。 

民間賃貸住宅の契約についても、不動産賃貸契約における保証会社の審査が通らない

ケースが多く、まずは、大家が安心して賃貸住宅を提供できる環境整備も喫緊の課題とな

っています。こういった理由より、犯罪をした人等は、住宅セーフティネット法において住宅

確保要配慮者として位置付けられています。東京都が設置する「東京都地域生活定着支

援センター」は、高齢又は障害のために福祉的な支援を必要とする矯正施設退所予定者

及び対象者に対し、区や関係機関と連携・協働しながら、入所中から退所後まで一貫した

相談支援を実施し、社会復帰及び地域での生活への定着を支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住居の確保を支援する取組 

現状と課題 
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① 都営住宅や住宅セーフティネット制度の活用 

●都営住宅への優先入居制度（抽選倍率の優遇や住宅困窮度の点数化）を活用し、住宅

に困窮する低所得者の中でも特に困窮度が高い高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世

帯、著しく所得が低い世帯などの住居の確保を支援します。   

  【住宅課】 

 

●保護観察対象者等を含む住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティネット住宅等

の普及を促進します。  

                      【住宅課】 

 

●民間賃貸住宅のオーナーや不動産店に対して、普及啓発をするとともに、セーフティネッ

ト住宅に関連する居住支援制度等の情報提供を行います。        

                       【住宅課】 

 

 

施策の内容 

居住に係る相談件数及び住宅課が住み替え支援を行った件数（属性別） 

 

出典：中野区資料 
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② 更生保護施設との連携 

●更生保護施設「敬和園」に住居を移す対象者に対して、受付時に円滑な対応ができるよ

う、受付時の連携体制を整備します。                      

 【戸籍住民課】 

 

●更生保護施設への理解を促進するため、区ホームページに再犯防止推進のページを設

け、更生保護施設の役割等について、広く情報提供を行います。また、更生保護施設が

必要とする行政サービスについて意見交換をするなど連携した取り組みを進めます。 

 

【地域活動推進課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住宅セーフティネット制度】 

住宅確保要配慮者（低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、 

災害被災者、刑務所出所者等）が安心して住まいを確保できるよう、 

賃貸住宅の登録制度や改修費補助、居住支援などを行う国の制度です。 

【居住支援法人】 
改正住宅セーフティネット法（平成 29年 10月 25日施行）に基づき、 

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居促進を図るため、 

住宅確保要配慮者に対し居住支援を行う法人として、都道府県が指定するものです。 

 

【更生保護施設】 

刑務所出所者等のうち頼るべき人がいないなどの理由で、直ちに自立更生すること

が困難な人たちに対し、一定の期間、宿泊場所や食事の提供はもとより、対人関係を円

滑にしたり問題を改善する教育プログラムなどにより自立を援助する施設です。中野区

内には、東京都更生保護協会が設置・運営する敬和園があります。 

なお令和４年６月に成立した「刑法等の一部を改正する法律」により、更生保護事業

法等の一部改正が令和５年１２月に施行され、刑事司法手続の入口から出口、地域に至

るまで包括的な支援を提供し、再犯防止・社会復帰を図り、更生保護事業の一層の推

進が期待されています。 
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     保健医療・福祉サービスの利用の促進等 

/犯罪をした人等の特性に応じた 

効果的な支援等 
 
 

 

 

再犯防止のための支援等を効果的に行うためには、対象者一人ひとりの経歴、性別、性

格、年齢、心身の状況、家庭環境、交友関係、経済的な状況等の特性を把握したうえで、

適切な支援を継続的に働きかけることが重要です。 

「令和５年版犯罪白書」によると、刑法犯検挙人員に占める65歳以上の高齢者の割合

が年々上昇し、令和４年（２０２２年）は２３．１％で、各年齢層のなかで最も高くなっています。

刑務所等から出所した人が出所後２年以内に再入所する割合も、他の年齢層に比べて高

い状況です。また、知的障害のある出所者についても、再犯に至るまでの期間が短い傾向

にあります。 

高齢者の刑法犯検挙人員の約７割は窃盗で、その多くは万引きです。特に女性高齢者

の場合は９割が窃盗で、その約８割が万引きによるものです。 

矯正施設に収容されている高齢者や障害者については、帰るべき適当な住居がない場

合や出所後直ちに福祉サービスにつなげる必要がある場合は「地域生活定着促進事業」に

よる特別調整（出口支援）が実施されています。しかし、対象者が支援を希望しないなど、

必要な福祉サービスの確保に至らないまま出所し、再び犯罪を繰り返す状況もあります。 

また、高齢者や障害者など、早期に必要な福祉的支援に結びつけることが再犯防止に効果

的と認められる起訴猶予者等について検察庁や保護観察所で刑事司法の入口段階で福

祉サービス等の調整を行う取組（入口支援）を実施しています。今後、その効果的な実施

が期待されています。 

国は、再犯を防ぐため、犯罪をした人等のうち、少年・若年者、様々な課題を抱える女性、

発達の課題など、それぞれの対象者の特性に応じた指導・支援を充実するとともに、犯罪

被害者等の視点を取り入れた指導・支援等を推進しています。 

区は、国の取組を踏まえ、関係機関と連携・協力を密にしながら、複雑な課題に配慮し、

効果的な支援を行うことが求められています。 

 

 

属性ごとの支援メニューの検討 

現状と課題 

２ 
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令和４年 刑法犯検挙者数中の再犯者数及び再犯者率（全国・中野区） 

 

出典：令和５年版犯罪白書 

 

出典：法務省矯正局提供資料 
注１ ２０歳以上の検挙者数のみで、少年の検挙者は含まない。 

注２ 中野区内警察署(中野署、野方署)が取り扱った件数である。 
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令和４年 罪名別の再犯者数及び再犯者率（中野区） 

 

【罪名種別】 
凶悪犯 ： 殺人、強盗、放火、強姦等    
粗暴犯 ： 暴行、傷害、脅迫、恐喝等 
窃盗犯 ： 万引き、空き巣等  
知能犯 ： 詐欺、横領、偽造等 
風俗犯 ： 公然わいせつ等   
その他刑法犯：公務執行妨害、住居侵入、 

器物損壊等   
薬物事犯：覚醒剤取締法、麻薬取締法、 

大麻取締法違反 

出典：法務省矯正局提供資料 
注１ ２０歳以上の検挙者数のみで、少年の検挙者は含まない。 

注２ 中野区内警察署(中野署、野方署)が取り扱った件数である。 
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令和４年 年代別・罪名別の検挙者数及び構成比（中野区） 

出典：法務省矯正局提供資料 
注１ ２０歳以上の検挙者数のみで、少年の検挙者は含まない。 

注２ 中野区内警察署(中野署、野方署)が取り扱った件数である。 
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令和４年 刑法犯検挙者数中の高齢者率及び罪名別構成比

出典：令和５年版犯罪白書 






































































